
 
 

 

 

 

 

 

状況の把握及び課題の分析（平成２７年度） 
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１．採用した職員に占める女性職員の割合 

 内閣官房において、平成２６年度に採用した職員（試験採用された者）に係る男女の割合は、

次のとおりである。 
区   分 男性割合 女性割合 
総合職等 ― ― 

一般職（大卒程度）等 ８０．０％ ２０．０％ 
一般職（高卒程度）等 ― ― 

期間業務職員 ― ― 
合計（期間業務職員含む） ― ― 
合計（期間業務職員除く） ８０．０％ ２０．０％ 

  上記のとおり、採用者に占める女性の割合は２０％となっており、第３次男女共同参画基本

計画（平成２２年１２月１７日閣議決定）に定められている３０％程度という目標を下回っ

た。 
    ※内閣官房で独自に採用を行っている内閣情報調査室において採用した職員の割合 

 
 
 

２．職員の継続勤務年数の男女の差異（離職率） 

 職員の継続勤務年数の男女の差異については、離職率の男女の差異をもって把握することと

し、平成２６年度中に離職した職員を対象として、各々、男性職員総数及び女性職員総数に占め

る割合をもって示すと、次のとおりである。 
 なお、この際、性差が影響しない定年退職、死亡退職、分限、任期満了に伴う退職等は対象外

とした。 
男性の離職率 女性の離職率 

０．３％ ０％

 上記のとおり、平成２６年度中に離職した職員は男性職員２人であり、離職率は男性０．

３％、女性０％であった。 
    ※内閣官房を本務としている職員を対象とした離職率 

 
 
 

３．超過勤務の状況 

 平成２６年における職員一人当たりの超過勤務の状況（時間外手当が支給されない職員を除

く）は、次のとおりである。 
職員一人当たりの月平均超過勤務

時間数（平成２６年１月～１２月の平均）

 
３２時間

 超過勤務の要因には様々なものがあるが、例えば、テロや災害対策等の危機管理対応、法令事

務や国会対応、府省庁間協議・作業依頼への対応等があるものと考えられる。 
 ※内閣官房を本務としている職員を対象としている。 

  ※「時間外手当が支給されない職員」とは給与法別表第十一指定職俸給表の適用を受ける職員及び給与法別表第一イ行政

職俸給表（一）の適用を受ける職員で、その属する職務の級が７級以上である職員を指す。 
 
 
 
 
 



４．管理的地位にある職員に占める女性職員の割合 

 管理的地位にある職員に占める女性職員の状況は、次のとおりである。 
  ・本省課室長相当職以上（平成２７年７月１日現在） 

総数（人） うち女性（人） 女性割合（％） 
１８４ ８ ４．３ 

※内閣官房を本務としている職員を対象としている。 

※「管理的地位にある職員」とは、給与法別表第十一指定職俸給表の適用を受ける職員及び給与法別表第一イ行政職俸給

表（一）の適用を受ける職員で、その属する職務の級が７級以上である職員を指す。 

※「一般職国家公務員在職状況統計表」（内閣官房内閣人事局）に基づくパーセンテージ。 

 
 
 

５．各役職段階の職員の女性割合 

 平成２７年７月１日現在の各役職段階の女性割合は、次のとおりである。 
役職段階 女性割合 
係長級 １６．０％

課長補佐級 ４．０％

課室長級 ３．７％

部局長・次長級 ６．１％

※内閣官房を本務としている職員を対象としている。 

※係長級：給与法別表第一イ行政職俸給表（一）の適用を受ける職員でその属する職務の級が３級又は４級の職員 

※課長補佐級：給与法別表第一イ行政職俸給表（一）の適用を受ける職員でその属する職務の級が５級又は６級の職員 

※課室長級：給与法別表第一イ行政職俸給表（一）の適用を受ける職員でその属する職務の級が７級以上の職員 

※部局長・次長級：給与法別表第十一指定職俸給表の適用を受ける職員 

 
 
 

６．男女別の育児休業取得率 

 国家公務員については、国家公務員の育児休業等に関する法律（平成３年法律第１０９号）に基

づき、３歳に達するまでの子を養育するために休業することができる制度が設けられているところ、

平成２６年度における取得率（平成２６年度中に新たに育児休業が可能となった職員数に対する同

年度中に新たに育児休業をした職員数の割合）は、次のとおりである。 
区   分 男性取得率 女性取得率 
総合職等 ５．０％ １００．０％

一般職（大卒程度）等 ０％ １００．０％

一般職（高卒程度）等 ０％ ―

合計 ２．３％ １００．０％

 上記のとおり、女性職員については取得率１００％であったが、他方、男性職員については低

取得率となっている。引き続き、制度の周知に努め、男性職員も育児休業を取りやすい機運の醸

成を図っていく必要がある。  
    ※内閣官房を本務としている職員を対象としている。 

 
 
 
 
 



７．男性の配偶者出産休暇等の取得率 

 国家公務員については、一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律（平成６年法律第３３

号）に基づく特別休暇があり、その一つとして人事院規則で定める男性職員が妻の出産に伴う入

退院の付添い等を行うために２日の範囲内で与えられる配偶者出産休暇が、また、男性職員が、

妻の産前産後期間中にその出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため

に５日の範囲内で与えられる育児参加のための休暇が、各々設けられているところ、平成２６年

度における取得率は、次のとおりである。 
 取得率 

平成２６年度における 
男性職員の配偶者出産休暇 
 

６１．４％

    ※内閣官房を本務としている職員を対象としている。 

 
 
＜参考：用語の解説＞ 
・区分別把握：職員のまとまり（職種、勤務形態等の要素に基づき、他のまとまりとは異なる

人事の事務を行うことを予定している職員のまとまり）ごとの把握を指し、内閣官房におい

ては、総合職等、一般職（大卒程度）等、一般職（高卒程度）等及び期間業務職員の別とし

た。 
・総合職等：国家公務員採用総合職試験、国家公務員採用Ⅰ種試験等により採用された職員を

指す。 
・一般職（大卒程度）等：国家公務員採用一般職試験（大卒程度）、国家公務員採用Ⅱ種試験等

により採用された職員を指す。 
・一般職（高卒程度）等：国家公務員採用一般職試験（高卒程度）、国家公務員採用Ⅲ種試験等

により採用された職員を指す。 
・期間業務職員：相当の期間任用される職員を就けるべき官職以外の官職である非常勤官職で

あって、１会計年度内に限って臨時的に置かれるものに就けるために任用される職員を指

す。 
 
 


